
山県市賃上げ重点支援助成金交付要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追いついておらず、より深刻な影

響を受けている事業者及び個人事業主の賃上げを支援することで、事業者及び個人事業
主の持続的な発展と経済の好循環につなげていくことを目的として、予算の範囲内で山
県市賃上げ重点支援助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、山県
市補助金等交付規則（平成１５年山県市規則第３４号。以下「規則」という。）に定め
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 
（１） 賃金 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算

定方法によってきまって支給される給与のうち、諸経費等を除いた基本給 
（２） 事業者 市内で営利などの目的を持って事業を営む中小企業基本法（昭和３

８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者及び小規模企業者 
（３） 個人事業主 税務署へ開業届を提出している者 
（４） 特定支援機関 助成事業者の経営力向上及び賃上げ支援ができるよう、経営

指導及び技術的支援並びに経営力向上セミナー等、伴走型支援を行う団体 
（５） 常時使用する従業員 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第 20 条の規定

に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者とし、以下のいずれにも該当しない者 
  イ 会社役員、個人事業主 
  ロ 日々雇い入れられる者 
  ハ ２箇月以内の期間を定めて使用される者 
  二 季節的業務に４箇月以内の期間を定めて使用される者 
  ホ 家族従業者（３親等以内の者） 

（助成事業者） 
第３条 助成金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。 

（１） 申請者が事業者の場合は、次に掲げるもの全てに該当する者であること。 
ア 市内に主たる事業所を有する事業者又は山県市さくらカンパニー認定制度実

施要綱（令和元年山県市告示第１０７号）第８条で認定された事業者 
イ 市内の事業所に常時使用する従業員を１人以上雇用している者 



ウ 本人(法人にあっては代表者)又は従業員が、山県市暴力団排除条例(平成 24
年山県市条例第 4 号)第 2 条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と
密接な関係を有していない者 

エ 市税を滞納していない者 
オ 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不

交付決定又は交付決定の取消しを受けたことがない者 
カ 過去５年間に重大な法律違反等がない者 
キ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていない者 
ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）等に基づく再生又は更生手続を行っていない者 
ケ 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていな

い者 
（２） 申請者が個人事業主の場合は、次に掲げるもの全てに該当する者であるこ

と。 
ア 税務署へ開業届を提出している者 
イ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者で

あって、前号イからケの全てに該当する者 
（助成金の交付要件） 
第４条 助成金の交付の対象となる賃金の引上げ及び従業員並びにその他の要件は次の

各号に掲げるとおりとする。 
（１） 令和８年１月１日から令和８年９月３０日までの期間において、常時使用す

る従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して３％以上引き上げていること。 
（２） 賃金を引き上げる常時使用する従業員は、雇用保険法（昭和４９年法律第１

１６号）第 4 条に規定する被保険者で、市内事業所に勤務する正規雇用労働者又は
週所定労働時間が２０時間以上の非正規雇用労働者であること。 

（３） 引上げ後の賃金水準を１年間継続する見込みがあること。 
（４） 賃上げを目的とする他の助成金等を受給していない又は受給予定がないこ

と。 
（助成金の交付額） 
第５条 助成金の交付額は、前条に規定する要件を満たす従業員数に５万円を乗じて得

た額とする。ただし、１事業所当たりの上限は２０万円とする。 
（特定支援機関） 
第６条 特定支援機関は、事業者を支援するため、次に掲げる事項を行う。 
（１） 助成事業者への経営指導 
（２） 助成事業者への技術的支援 



（３） 助成金の交付申請、各種提出書類に係る補助 
（４） その他補助事業者が目的を達成するために必要な事項 
２ 特定支援機関に指定する団体は、山県市商工会とし、前項の事項を実施するために

必要な経費は、市が負担することができる。 
（助成金の交付申請） 
第７条 助成金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、山県市賃

上げ重点支援助成金申請書兼請求書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え
て、令和８年３月２５日から令和８年１１月３０日までに市長に申請するものとす
る。 
（１） 対象従業員に係る雇用条件通知書の写し、雇用契約書の写し又は雇用保険被

保険者資格取得等確認通知書の写し 
（２） 賃金台帳の写し（賃金改定前月及び賃金改定月分） 
（３） その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定等） 
第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の

可否を決定し、山県市賃上げ重点支援助成金交付決定（却下）通知書（様式第２号）
により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交
付するものとする。 

３ 市長は、助成金の交付決定に当たり助成事業者に対して条件を付すことができる。 
(助成金の返還) 
第９条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、

その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。 
(補則) 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 
 （この告示の失効） 
２ この告示は令和９年５月３１日限り、その効力を失う。 


